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富里市立図書館及び学校図書管理システム等 

選定プロポーザル実施要領 

１ 目的 

 この要領は、富里市立図書館及び学校図書管理システム等を選定するにあた

り、価格のみの競争によらず、業務に必要な企画力、技術力、実績等の点から

業者を選定するプロポーザル方式を実施するに当たって必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業 務 名 富里市立図書館及び学校図書管理システム構築 

（２） 業務内容  

 ア 図書館及び学校図書管理システム構築業務 

  （ア） システムの設計・更新 

  （イ） システムの正常動作に必要な設定・導入等の作業 

  （ウ） 現行システムデータの移行（現行システムデータの抽出は除く）  

  （エ） システムの運用及び業務に必要な手順書の作成及び導入時の操作研修  

   の実施 

 イ 図書館及び学校図書館管理システム利用に必要な機器・関連ソフトウェア 

及びライセンス等の賃貸借 

 ウ 図書館及び学校図書管理システム利用に必要なデータセンター管理  

 エ 図書館及び学校図書管理システム運用保守業務 

   ※詳細は、別紙「業務仕様書」を参照 

   ※システム利用に必要な機器等は別途調達を行う。 

別紙２に記載のある機器ソフトウェアを用いてシステム構築を行うこと。 

（３） 業務期間  

ア システム構築期間  

契約日から令和７年２月２８日までとし、 

システムの本稼働は、令和７年３月１日からとする。 

 イ データセンター管理及びシステム運用保守期間 

   令和７年３月 1 日から令和１２年２月２８日までとする。 

（４） 業務場所 富里市立図書館（千葉県富里市七栄６５３－１）ほか、  

       富里北部コミュニティセンター、市内各小・中学校（１０校） 
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（５） 調達・契約範囲、経費 

 ア 本プロポーザルを経て調達・契約をしている範囲は次のとおりとする。 

 案件 調達・契約範囲 企画提案評価範囲 

（ア） 図書館及び学校図書管理システム構築業務 対象 対象 

（イ） 
図書館及び学校図書管理システム利用に必要な機器、

関連ソフトウェア及びライセンス等の賃貸借 
対象 

対象

（６０か月分） 

（ウ） 
図書館及び学校図書管理システム利用に必要な

データセンター利用料 
対象 

対象 

（６０か月分） 

（エ） 図書館及び学校図書管理システム運用保守業務 対象 
対象 

（６０か月分） 

 

 イ 経費 

   上記契約にかかる契約上限額は、富里市立図書館管理システム等にかか 

る費用と学校図書管理システム等にかかる費用とに分けて、下記により計 

上することとする。 

 

図書館管理システムに関わる費用は、次のとおりとする。 

 総経費 １２９，７８９千円（消費税及び地方消費税を除く） 

  

内訳 

・図書館情報システム賃貸借料（60 カ月） 

金 ４６，２１０千円以内（消費税及び地方消費税を除く） 

    ・図書館情報システム機器賃貸借（60 カ月） 

     金 ３８，４２１千円以内（消費税及び地方消費税を除く）  

   ・図書館情報システム使用料（60 カ月） 

     金 ２７，７５３千円以内（消費税及び地方消費税を除く）  

   ・図書館情報システム保守委託料（60 カ月） 

     金 １６，２７８千円以内（消費税及び地方消費税を除く）  

   ・読書通帳システム導入（単年） 

     金  １，１２７千円以内（消費税及び地方消費税を除く） 
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  学校図書管理システムに関わる費用は、次のとおりとする。 

   総経費 ２１，０１３千円以内（消費税及び地方消費税を除く）  

 

   内訳 

   ・学校向け図書館システム機器賃貸借（60 カ月） 

    金 １４，２５１千円以内（消費税及び地方消費税を除く）  

   ・学校向け図書館システム使用料（60 カ月） 

    金  ３，７６２千円以内（消費税及び地方消費税を除く） 

  ・学校向け図書館システム保守委託料（60 カ月） 

    金  ３，０００千円以内（消費税及び地方消費税を除く） 

    

  システム構築の期間は、契約日から令和７年２月２８日までとする。 

   なお上記金額は、契約時の予定金額を示すものではないこととする。 

 

３ 参加資格 

 （１） プロポーザルの参加資格は、プロポーザル参加意向申出書の提出日現在 

  において次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。 

ア 令和５・６年度富里市入札参加業者資格名簿「物品」部門で、業種「リ 

ース」として搭載されているもの。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定  

 に該当しない者であること。 

 ウ 富里市建設工事請負等指名停止措置要領（以下「措置要領」という。）  

   の規定により、指名停止措置（措置要領制定以前の富里市建設工事指名  

   業者選定基準の規定による指名停止措置含む。）、又は富里市建設工事  

   等暴力団対策措置要綱の規定による指名除外を受けていないもの。  

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生  

 手続の申立てがなされていない者及び民事再生法（平成１１年法律第２ 

２５号）第２１条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。 

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事  

   再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格  

審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続き開始又は再  

生手続き開始の申立てをなされなかった者とみなす。 
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 （２） 令和元年度以降に元請けにて、国、地方公共団体が発注する図書館及び  

  学校図書管理システムの構築を履行した実績を有する業者を擁することが 

可能であること。 

 

４ 担当部局 

  〒２８６－０２２１ 千葉県富里市七栄６５３－１ 

  富里市教育委員会教育部図書館読書推進班 担当 小倉 

  電話 ０４７６－９０－４６４６ 

  メールアドレス lib1@library.tomisato.chiba.jp 

 

５ 参加意向申出書の作成要領 

  参加意向申出書は、令和６年４月５日（金）から同月１２日（金）までの 

間に、図書館ホームページ（ＵＲＬ：https://www.library.tomisato.chiba.jp/）  

から入手するものとする。 

 （１） 参加意向申出書の様式 

   参加意向申出書の様式は（様式１）のとおりとする。 

 （２） 参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項 

   応募者の会社概要（様式２）並びに応募者における同種・類似業務の 

  受注実績（企業の本店、支店、営業所等を含む業務の実績についてそれぞ  

  れ１０件まで）について、図書館システム導入実績表（様式３）に記載す 

  ること。 

   なお貴社で取得している下記の資格等がある場合は、会社概要にその旨 

を記載することを認める。 

その際は、当該資格等を有することを確認できる書類を添付すること。 

ア 情報セキュリティ管理に係る認定プライバシーマークの許諾番号 

イ ＩＳＭＳの認証登録番号 

ウ 品質管理に係る認定（ＩＳＯ９００１の認証登録番号等） 

エ ＩＳＯ２７０１７（クラウドサービスのための情報セキュリティ管理 

策の実践の規範を規定する国際規格） 

 

６ 参加意向申出書の提出及び提出期限 

 （１） 提出書類等 

  ア 参加意向申出書（様式１） 

https://www.library.tomisato.chiba.jp/
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  イ ５（２）において必要とする添付書類 

 （２） 提出部数 

   各１部 ※提出書類は全てＡ４サイズ 縦 左綴（２穴）ファイリング 

（３） 提出先 

   ４ 担当部局と同じ 

 （４） 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る）とする。 

 （５） 提出期限 

   令和６年４月１２日（金）午後５時必着 

 

７ 参加意向申出書に関する質問 

  参加意向申出書の提出に関する質問の受付及び回答については、次による。 

ただし単なる意見の表明と解されるもの等には、回答しない場合がある。 

 （１） 質問先 

   ４ 担当部局と同じ 

 （２） 質問の受付期間 

   令和６年４月５日（金）～令和６年４月９日（火）午後５時まで 

 （３） 質問方法 

   質問書（様式４）に必要事項を記載し、電子メールにより提出すること。 

   なお、必ず電話にて到達確認を行うこと。 

 （４） 回答 

   令和６年４月１０日（水）までに、図書館ホームページにて回答する。 

図書館ホームページＵＲＬ：https://www.library.tomisato.chiba.jp/ 

 

８ 提案書の提出を要請する者の確認 

  提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書」により、提案書等  

 の提出について、下記により通知する。 

  ※ 令和６年４月１６日（火）までに通知 

 

９ 提案書の作成及び記載上の留意事項 

 （１） 提案書作成上の基本事項 

   プロポーザルは業務における取り組み方法について提案を求めるもので  

  あり、当該業務内容についての文章を補完するための最小限の写真、イラ  
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スト、イメージ図の使用は可能であるが、提案の内容が具体的に表現され  

たもの（設計図、模型等）を求めるものではない。 

 業務に係る作業は、富里市との契約後に、提案書に記載された内容を反  

映しつつ、業務仕様書及び富里市が提示する資料に基づいて、協議の上、 

開始することとする。 

 （２） 提案書記載上の留意事項 

  ア 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述する  

   こと。 

  イ 視覚的表現については、文章を補完する目的において使用すること。  

  ウ 設計図、模型（模型写真）、透視図等は使用しないこと。  

  エ 提案書に提案者を特定することができる内容の記述（社名等）を記述  

   しないこと。 

  オ 提案書は、定められた様式に従い記載し提出すること。  

    書類サイズは原則Ａ４版とし、使用する文字の大きさは１０．５ポイ  

ント以上とするが、図表等では１０．５ポイント以下のものを使用して  

も差し支えないものとする。 

 

１０ 提案書の作成要領 

  提案書の様式は任意様式とするが、次に示す内容を記載し、作成すること。 

 （１） 業務の実施体制、実施方針及び実施方法等を記述する。  

  ア 提案概要 

   （ア） 会社概要 

   （イ） 導入実績について 

   （ウ） 提案コンセプト 

   （エ） 基本的な考え方について 

  イ 提案システム 

   （ア） システム全体概要について 

   （イ） 公共図書館機能について 

   （ウ） 学校図書館機能について 

   （エ） 通帳による読書記録について 

   （オ） ＩＣタグ連携システムについて 

   （カ） システム要求仕様に対する個別対応及び代案について 

  ウ ネットワークとセキュリティ 
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   （ア） 提案ネットワーク構成について 

   （イ） システム及びデータセンターに係るセキュリティ対策について  

   （ウ） 館内システムにおける個人情報保護について 

  エ 更新作業 

   （ア） プロジェクト体制について 

   （イ） 更新スケジュールについて 

   （ウ） データ移行について 

   （エ） 稼働に伴う支援と研修について 

  オ 運用保守サポート 

   （ア） 保守サポート体制について 

   （イ） 平常時の運用に係る保守サポートについて 

   （ウ） 障害発生及び緊急時の保守サポートについて 

  カ 契約期間満了時の取扱い 

   （ア） クラウドシステムの継続利用について 

   （イ） データ返納について 

  キ 独自提案 

   （ア） 提案見積に含む提案について（読書推進サービス、読書通帳等含む） 

   （イ） 提案見積に含まない将来拡張提案について 

 （２） 見積及び見積金額内訳書 

   見積もり及び見積金額内訳書は、貴社様式による正式見積書を提出する  

  こと。 

   なお、システム使用に係る費用は保守料など必要とする費用全てを計上 

  し、５か年分の総額を記載すること。 

 （３） 機能要件一覧（別紙１）、データ設備要件一覧（別紙３）、クラウドサ  

ービス要件一覧（別紙４）について、それぞれ回答を行い、提出すること。 

 なお、提出された回答書の実現可否判断のため、第一優先交渉権を獲得  

した業者には、獲得後に機能を有している証明のため実機でのデモを行う 

ものとする。 

 その際に提出した回答書と記載内容に虚偽があった際は失格とする。  

 （４） 提案書の無効提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件  

  に適合しない場合は、提案を無効とすることがある。 

 

１１ 提案書等の提出方法 
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 （１） 提出書類及び部数 

  ア 提案書１０部（任意様式）、Ａ４サイズ・左綴（２穴）ファイリング 

により提出すること。 

    各ページにページ番号を付すこと。 

    提案書には提案者名が特定できるような記述をしないこと。  

  イ 見積書（様式５）及び見積金額内訳書（任意様式） 

 正本１部、副本９部（任意様式） 

    提出された見積及び見積金額内訳書は評価資料とするが、本プロポー 

ザルに係る契約金額の算定上の根拠となるものではない。  

  ウ 機能要件一覧（別紙１） １０部 

  エ データセンター設備要件一覧（別紙３） １０部 

  オ クラウドサービス要件一覧（別紙４） １０部 

  カ 契約期間満了後の格納データ変換に伴う作業費用の参考見積書（任意  

様式） 

 （２） 提出先 

４ 担当部局と同じ 

 （３） 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る）とする。 

 （４） 提出期限 

   令和６年４月１９日（金）午後５時必着 

   なお、提出期限後に到着した提案書は無効とする。 

 

１２ 提出された提案書等の取扱い 

 （１） 提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

   なお、本プロポーザルの契約候補者選定結果に関する公表その他、市が  

  必要と認めるときは、市は特定事業者の提案書等の全部または一部を無償  

  で使用できるものとする。 

 （２） 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、「富里市情報公開 

条例（平成１３年３月２７日条例第２号）」に基づき、提案及び提出書類  

を公開する場合があるものとする。 

 （３） 提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の特定以外  

  の目的では使用しない。 

 （４） 提出された提案書等は、返却しない。 
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 （５） 提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護さ  

れる第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、 

提案者が負う。 

 

１３ 実施要領、業務使用書、提案書等に対する質問及び回答  

 （１） 質問書（様式４）に必要事項を記載し、電子メールにより提出すること。 

   なお、必ず電話にて到達確認を行うこと。 

ただし単なる意見の表明と解されるもの等には、回答しない場合がある。 

 （２） 質問の受付場所 

   ４ 担当部局と同じ 

 （３） 質問の受付期間 

   令和６年４月５日（金）～令和６年４月９日（火）午後５時まで 

（４） 回答 

   令和６年４月１０日（水）までに、図書館ホームページにて回答する。 

図書館ホームページＵＲＬ：https://www.library.tomisato.chiba.jp/ 

 

１４ 評価の手続及び契約候補者の特定 

  提出された提案書等について、富里市立図書館及び学校図書管理システム  

賃貸借業者選定委員会（以下、選定委員会という。）において、下記により 

評価を実施し、最も優れている提案者を契約候補者として特定し、契約締結  

に向けた手続きを行う。 

 

（１） 第一次審査（書面審査） 

提案者が多数の場合には、第２次審査対象者を３者程度に絞り込むものと 

する。 

 （２） 第二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 

日程 令和６年５月８日（水） 

   時間、場所及び留意事項については別途通知する。 

   なお、出席者は５名以内とし、ヒアリング時間は一社あたり４５分程度  

   （説明３０分、質疑１５分程度）を予定している。 

 

 

 

https://www.library.tomisato.chiba.jp/
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 （３） 評価基準 

評価基準 点数 一次審査 二次審査 備考 

提案者選定基準 10 〇  

参加意向申出時に提出した、 

・会社概要（任意様式） 

・業務実績表（任意様式） 

機能要件評価 30 〇   

価格評価 10 〇   

提案書評価プレゼ 

ンテーション評価 
50 

 
〇 

 

合計 100 

 

 （４） 契約候補者の特定 

  ア 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者と 

   して、契約締結に向けた手続きを行う。 

  イ 提案者が一社であっても、本プロポーザルは成立するものとする。  

  ウ 選定委員会各委員の持ち点（５０点）を合算した値（満点）の５割を 

   を最低基準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準に満たない  

   者は、契約候補者として特定しない。 

    提案者が一社の場合は、価格評価分を除いた持ち点（９０点）を合算 

した値の５割の点数（４５点）を、選定委員の人数で乗じた点数を最低 

基準点とする。 

  エ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者（ただし、  

   最低基準点を満たしている者に限る。）を新たな契約候補者として手続  

   を行うものとする。 

  オ 各委員の合算した評価点が同点だった場合は、審査項目の図書館シス  

テムにおいて評価が高い提案書を優先とし、その項目も同点だった場合  

は、評価表の各得点を参考に、評価委員の合議により優先者を決定する  

   （第一時審査実施時においても、同様とする）。 

 

１５ 評価結果に関する事項 

 （１） 結果通知書 

   契約候補者として、特定又は特定しなかった旨を書面「結果通知書」に  
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  より通知する。 

 （２） 評価結果の公表 

   提案書の特定をされた者は、特定後にこれを閲覧させること及び図書館  

  ホームページ（ＵＲＬ：https://www.library.tomisato.chiba.jp/）において 

  公表する。 

 （３） 非特定理由についての説明の請求 

   特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求める  

  ことができる。 

 （４） 非特定理由についての説明の請求先 

   ４ 担当部局と同じ 

 （５） 請求期間 

   令和６年５月１４日（火）～令和６年５月１７日（金）の 

午前９時３０分から午後５時までとする。 

 （６） 回答 

   令和６年５月２２日（水）までに、書面により行うものとする。 

 

１６ 無効となる提案等 

  次に該当する提案は、無効とする。 

 （１） 実施要領に示した提案資格を有しない者の提案 

 （２） 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

 （３） 実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案  

 （４） 見積もり金額が契約上限金額を超える提案 

 （５） 評価の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

 

１７ 契約の締結 

 （１） 本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴  

  取の相手方とする。 

 （２） 契約条項及び業務仕様は、特定した契約候補者の提案書による提案内容 

  について契約上限金額の範囲内で協議し、確定するものとする。  

 （３） 契約候補者が契約締結までに次のいずれかにより契約が不可能となった  

  場合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。 

  ア 「３ 参加資格」に記載した要件のいずれかを満たさなくなったとき。 

  イ 提案資格又は提案内容が無効となったとき。 

https://www.library.tomisato.chiba.jp/
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  ウ その他事故等の特別な事由により、契約が不可能と認められるとき。  

１８ その他 

 （１） 参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式６）を 

  持参又は郵送により速やかに提出すること。 

 （２） プロポーザルに係る全ての費用は、提案者が負担するものとする。  

 （３） 提出後の参加意向申出書及び提案書等の修正、差し替え、追加、削除又  

  は変更は認めないものとする。 

 （４） 電子メール等の通信事故について、富里市は一切の責任を負わないもの  

とする。 

 （５） 特定結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補  

  者となった者が、富里市暴力団排除条例に基づく排除措置を受けた場合は、 

  契約を締結しないものとする。 

   なお、この場合、富里市は一切の損害賠償の責を負わない。  

 （６） 契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告  

するとともに、警察へ被害届を提出することとする。 

 なお、これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることが  

ある。 

 （７） 本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、 

  単位は、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）によるものと  

  する。 

 

１９ プロポーザルの実施スケジュール 

実施要領の公表 令和６年４月５日（金） 

質問書の受付・回答 令和６年４月５日（金）～９日（火） 

※回答は、４月１０日（水）までに回答、 

 市ホームページへ掲載 

参加意向申出書提出期限 令和６年４月１２日（金） 

参加意向申出書審査結果通知 令和６年４月１６日（火）までに通知 

提案書等提出期限（必着） 令和６年４月１９日（金） 

プレゼンテーション日程通知 令和６年４月２６日（金） 

プレゼンテーション実施 令和６年５月８日（水） 

審査結果通知 令和６年５月１４日（火） 

契約締結 令和６年５月２３日（木） 
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